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松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、鳥獣による農作物等被害を防止するための経費の一部につい

て、予算の範囲内において、松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金（以下「補

助金」）を交付するものとし、その交付に関しては、松島町補助金等交付規則

（平成１６年松島町規則第２７号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条　補助金の交付対象となる者は次の各号全てに該当する者とする。 

　(1)　補助金等交付申請書を提出する日において、町内に住所又は事業所を有す 

る者 

　(2)　現に鳥獣による農作物への被害を受け、又は被害を受ける農地等を所有

し、又は耕作する者 

　(3)　経営耕地面積が２０ａ以上又は農産物販売金額が５０万円以上の者 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者と

しない。 

　(1)　補助金の交付を受けようとする年度において既に補助金の交付決定を受け 

た者 

　(2)　補助金の交付を受けようとする年度において既に補助金の交付決定を受け 

た者と同一の世帯に属する者 

　(3)　その他町長が不適当と認める者 

　（補助対象経費）　 

第３条　補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。 

　(1)　町内の農地等に設置する電気柵又は耐久性隔障物（金網やトタン等）及び

その付帯設備 

　(2)　その他町長が適当と認める経費 

　（補助金の額） 

第４条　補助金の額は、補助対象経費の２分の１の額（その額に１，０００円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、補助金の限度額は１０万円と

する。 

（交付の申請） 

第５条　規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書は様式第１号によるもの

とし、その提出期限は町長が別に定める。 



-2-

２　前項の補助金交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 

(1)　設置場所を確認できる位置図 

(2)　購入予定資材の見積書の写し 

(3)　確定申告書の写し 

(4)　町税等納税証明書 

(5)　その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条　町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交

付すると決定したときは、速やかに松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金交付

決定通知書により、申請者に対し、通知するものとする。 

（変更承認申請） 

第７条　規則第３条の規定により提出した書類の記載事項を変更する場合は、様式 

第２号により町長の承認を受けること。 

２　補助事業を中止し又は廃止する場合においては、様式第３号により町長の承認

を受けること。 

３　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。 

（実績報告書） 

第８条　規則第１２条の規定による補助事業実績報告書は、様式第４号によるもの

とする。 

２ 規則第１２条の規定により、実績報告書に添付しなければならない書類は、次

のとおりとする。 

(1)　設置状況が確認できる写真 

(2)　領収書の写し 

(4)　松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金交付請求書（様式第５号） 

(3)　その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付方法） 

第９条　補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものと

する。ただし、町長が補助事業の遂行上必要と認めるときは、規則第１５条ただ

し書の規定により概算払又は前金払により交付することができものとする。 

（補助金の額の確定） 

第１０条　町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要な現

地調査を行い、設置状態を適当と認めたときは補助金の額を確定し、交付決定者

に通知するものとする。 
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　（補助金の取消し等） 

第１１条　町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合 

は、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1)　補助金を他の用途に使用したとき。 

(2)　提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し不正な行為が 

あったとき。 

(3)　補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に

違反したとき。 

２　町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した

場合において、取り消した部分の補助金が既に交付されているときは、期限を

定めて、補助金の返還を命ずるものとする。 

３　前項の規定により補助金の返還の命令を受けた者は、当該命令の日から起算

して３０日以内に補助金を返還しなければならない。 

　（その他） 

第１２条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

　　　附則 

　（施行期日） 

　この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

　　　附則（令和８年３月１６日告示第３３号） 

　この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

年度松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金交付申請書 

 

 　年　　月　　日   

   

　松島町長　　　　　　殿 

 

 　　　　　　　　　　　 　　　  申請者　　 住　　　　所　　　 

 　    　　　　　　　　　　　　　　　　  　氏名又は名称  　　 

                    　　　　　　　　　  　 連　 絡 　先   

 

 
年度において、松島町農作物等鳥獣被害対策事業を実施したいので、松島町

補助金等交付規則（平成１６年松島町規則第２７号）第３条の規定により、下記補

助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 
記 

　 
１　補助事業の内容 

　　 
２　見積額　　 

　　 

 

４　事業完了予定年月日 

 

５　添付書類 

　(1)　設置場所を確認できる位置図 

(2)　購入予定資材の見積書の写し 

(3)　確定申告書の写し 

(4)　町税等納税証明書 

(5)　その他町長が必要と認める書類 
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様式第２号（第７条関係） 

 

年度松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金計画変更承認申請書 

 

 　年　　月　　日   

   

　松島町長　　　　　　殿 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　 申請者　 住　　　　所　　　 

 　    　　　　　　　　　　　　　　　 　 氏名又は名称  　　 

                    　　　　　　　　　 　連　 絡 　先 

 

 
年　　月　　日付け　　　指令第　　　号で交付決定の通知のありました、

松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金について、事業の内容を下記のとおり変更

したいので承認されるよう関係書類を添えて申請いたします。 
 

記 

 
１　変更の理由 

 
２　変更の内容 

 
３　添付書類（変更内容が確認できるもの） 
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様式第３号（第７条関係） 

 

年度松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金中止（廃止）承認申請書 

 

 　年　　月　　日   

   

　松島町長　　　　　　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　 　 申請者　 住　　　　所　　　 

 　    　　　　　　　　　　　　　　　 　 氏名又は名称  　　 

                    　　　　　　　　　 　連　 絡 　先 

 

 
年　　月　　日付け　　　指令第　　　号で交付決定の通知のありました、

松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金について、下記のとおり中止（廃止）した

いので承認されるよう関係書類を添えて申請いたします。 
 

記 

 
１　中止（廃止）の理由 

 
２　添付書類 
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様式第４号（第８条関係） 

 

年度松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金実績報告書 

 

 　年　　月　　日   

   

　松島町長　　　　　　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　  申請者　 住　　　　所　　　 

 　    　　　　　　　　　　　　　　　 　 氏名又は名称  　　 

                    　　　　　　　　　 　連　 絡 　先 

 

 
年　　月　　日付け　　　指令第　　　号で交付決定の通知のありました、

松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金について、下記のとおり実施しましたの

で、松島町補助金等交付規則（平成１６年松島町規則第２７号）第１２条の規定に

より関係書類を添えて報告いたします。 
 

記 

 

１　事業に要した経費 

　　　　　　　　　　　　　　円 

 
２　事業完了年月日 

　　　　　　年　　　月　　　日 

 

３　添付書類 

(1)　設置状況が確認できる写真 

(2)　領収書の写し 

(3)　松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金交付請求書（様式第５号） 

(4)　その他町長が必要と認める書類 
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様式第５号（第８条関係） 

 

年度松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金交付請求書 

 

 　年　　月　　日   

   

　松島町長　　　　　　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　  申請者　 住　　　　所　　　 

 　    　　　　　　　　　　　　　　　 　 氏名又は名称  　　 

                    　　　　　　　　　 　連　 絡 　先 

 

 
年　　月　　日付け　　　指令第　　　号で交付決定の通知のありました、

松島町農作物等鳥獣被害対策事業補助金について、下記のとおり交付されるよう請

求します。 

 
記 

 
１　補助金交付決定額　　　　　　 　　　　　　　円 

 
２　請　 　求　 　額　　　　　 　　　　　　　　円 

 
３　振　　 込 　　先 

 
金 融 機 関 名

 
支 店 名

 
種 別

 
口 座 番 号

 
口 座 名 義 人

 
口座名義人(カナ )


